
令和７年度薬事講習会
―店舗販売業編―

東京都保健所

八王子市保健所

町田市保健所

配信期間：令和８年１月13日（火曜日）から2月13日（金曜日）まで

1



令和７年度薬事講習会

東京都保健所

八王子市保健所

町田市保健所

配信期間：令和８年1月13日から2月13日まで

2



クイズ
本日、紹介するスライドの中に医薬品医療機器
等法施行規則に抵触する絵があります。

（ワザとそうしています）

それはどこでしょうか？

回答は最後のスライドで。
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本講習における記載事項・伝達事項は収録時点に

おける最新情報を取り扱っています。

実際の法施行に関して、順次、政省令・通知等によ

り情報がアップデートされていきますので、そちらも併

せて御確認くださいますようお願い致します。

令和８年吉日

本講習におけるお願い事項
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1 薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売について

2 要指導医薬品の販売制度について

3 指定濫用防止医薬品について

本日の内容
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遠隔管理による医薬品販売（イメージ）

薬局・店舗販売業

登録受渡店舗
消費者

①受渡の委託②オンライン服薬指導

③受渡
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譲渡の委託と登録受渡店舗
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オンライン服薬指導
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受渡

登録受渡店舗

ニュアンスの関係上、解説では「引き渡す」と表現しています。
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遠隔管理による医薬品販売（イメージ）

薬局・店舗販売業

登録受渡店舗
消費者

①受渡の委託②オンライン服薬指導

③受渡

ニュアンスの関係上、解説では「引き渡す」と表現しています。11



1 薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売について

2 要指導医薬品の販売制度について

3 指定濫用防止医薬品について

本日の内容
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要指導医薬品の販売方法の追加

追加事項：薬剤師の判断によるオンライン販売

条
件

映像と音声の送受信を伴ったオンライン販売服薬指導
 が必須

薬剤師による
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今まで 施行後

対面販売のみ 対面販売orオンライン※1・2

※１オンラインに関する詳細なルールや手続き
については今後の情報に注視してください。

※２要指導医薬品は遠隔管理による医薬品販売
の対象外です。 14



注意事項

要指導医薬品の販売は薬剤師による服薬指導
が必要です。

さらに『特定要指導医薬品』については

オンライン服薬指導に基づく販売はできません。

今まで同様、薬剤師の対面販売が必要です。
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1 薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売について
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指定濫用防止医薬品について①

指定濫用防止医薬品とは…
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指定濫用防止医薬品について②

平たく言うと、
「濫用等のおそれのある医薬品」

に名前がついた。ということ
命
名

『指定濫用防止医薬品※』
※薬事審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定
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③濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
○濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・
年齢、多量購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。    
販売方法については、20歳未満への大容量製品又は複数個の販売を禁止するとともに、20歳未満への小容
量製品の販売又は20歳以上への大容量製品若しくは複数個の販売に際しては、対面又はオンラインでの販売
を義務付ける。

○商品の陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列又は販売若しくは情報提供を行う場所に継続
的に専門家を配置し購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、
専門家が配置される当該場所から目の届く範囲（当該場所から７メートル以内（指定第二類医薬品と同
じ））への陳列により対応する。

○濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗販売業者において、法令に基づく販
売業務に関する手順書に、頻回購入に対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を
行う。

指定濫用防止医薬品の販売方法

出典：厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ 概要③（令和７年６月４日）

出典資料の原文を用いています。「濫用等のおそれのある医薬品」は
「指定濫用防止医薬品」と読み替えて解説します。
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③濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
○濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量
購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。    
販売方法については、厚労省令で定める年齢に満たない者への大容量製品又は複数個の販売を禁止するとともに、厚労省

令で定める年齢に満たない者への小容量製品の販売又は厚労省令で定める年齢以上の者への大容量製品若しくは複数個の
販売に際しては、対面又はオンラインでの販売を義務付ける。

指定濫用防止医薬品を販売する際

要約ポイントは２つ！！

確認義務: 薬剤師等は「他の薬局等での購入状況」「氏名」「年齢」、多量購入の場
合の「購入理由等を確認」し、情報提供を行うことが義務付け

販売制限:厚労省令で定める年齢に満たない者※への大容量製品又は複数個の販売は禁止
厚労省令で定める年齢に満たない者への小容量製品の販売や、厚労省令で定める年

 齢以上の者への大容量製品又は複数個の販売に際しては、対面又はオンラインでの情
報提供による販売が義務付け
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※本講習会収録時の国資料を基に掲載しています。
 今後、省令制定により確定する見込みです。



③濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
○商品の陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列又は販売若しくは情報提供を行う場所に継続
的に専門家を配置し購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、
専門家が配置される当該場所から目の届く範囲（当該場所から７メートル以内（指定第二類医薬品と同
じ））への陳列により対応する。

指定濫用防止医薬品の陳列について

要約

指定濫用防止医薬品の適正使用を確保できるよう陳列すること

例えば、
『商品を顧客の手の届かない場所に陳列するか又は、陳列場所から専門家の
 目の届く範囲（7メール以内）に専門家を配置すること』

などが求められる。
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③濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
○濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗販売業者において、法令に基づく販売
業務に関する手順書に、頻回購入に対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行う。

指定濫用防止医薬品を販売する際の手順書について

要約

指定濫用防止医薬品を頻回に購入する者に対する適切な
業務手順を 整備し、実施すること
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クイズの答え
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名札の未着用

詳細は
薬生発０６２７第１１号 令和４年６月２７日
厚生労働省医薬・生活衛生局長

医薬品医療機器等法施行規則第１４７条の２
（薬局の場合は第１５条）



御
清
聴
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

『東京都薬物乱用防止』をクリック 24
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